
 

 

 

 

 

 

 

 

   

NO 氏 名 ふりがな ○で、かこむ 
所属先（職場・親の会など）／ご職業                

緊急連絡先 電話（または FAX）番号   

1     

県自閉症協会会員   

一 般 
電 話 

ＦＡＸ 

2     

県自閉症協会会員   

一 般 
電 話 

ＦＡＸ 

3     

県自閉症協会会員   

一 般 
電 話 

ＦＡＸ 

栃木県自閉症協会 

成人部会みらい学習会 
（第２回定例会） 

 

ＦＡＸ ： 028-612-7610 [終日]   メール ： asj-tochigi@wonder.ocn.ne.jp 

＊メールの場合は、件名に「10月 20日みらい学習会申し込み」と明記し、 
①氏名・ふりがな②一般/県協会会員③緊急連絡先電話/FAX番号 

④保護者/専門職(所属先)を必ずご記入の上、送信してください。 
 

★お問い合わせは ⇒ ＴＥＬ ： 028-612-6477 [平日 10：00～16：00] 
 

★ホームページは ⇒ 

サポートセンターとみや生活支援センター 

相談支援専門員 
 

講師：大久保 道徳 氏 

成人期のくらしについて 

考えよう  パート３ 
 

～相談支援事業所と 

     相談支援員の役割とは～ 

 

日時：平成２８年１０月２０日（木） 10：00～12：00 
会場：とちぎ福祉プラザ（２階）第１研修室 （宇都宮市若草 1-10-6） 

・参加費：一般 500 円・栃木県自閉症協会会員 無料 ※どなたでも参加できます。 

・お申し込み：必要 ※定員を超えた場合のみ、ご連絡いたします。 

自閉症に限らず、障がいを持っている人たちの社会生活には、さまざまな支援が必要です。ましてや

自閉症の人たちとその家族の日常生活には、困難さを感じている人も多いことと思います。 

障がい者生活支援センターは、地域に生活する障がいのある人やその家族の相談を受けてもらえる、

力強い味方であってほしいものです。すでに利用している人も、なかなか利用できずにいる人も、どん

なことを支援してもらえるのか、そして今後の生活に必要なことは何か、一緒に考えてみませんか？ 

栃木県自閉症協会  


